
松戸市私道共同排水設備修繕補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、下水道法（昭和３３年法律第７９号） 第２条第８号に規定する

処理区域（以下「処理区域」という。）において、既設の共同排水設備を修繕す

る工事（以下「修繕工事」という。）を行う者に対し、当該修繕工事に係る費用

について、松戸市補助金等規則（昭和５５年松戸市規則第１７号）（以下「規則」

という。）及びこの要綱に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することにより、

生活環境の向上に寄与するとともに、所有者による共同排水設備の適正な維持管

理を促進し、公共下水道の適正な保全を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

（１）私道 処理区域内に存する道路法（昭和２７年法律第１８０号）に定める道

路（以下「公道」という。）以外の道路で、その敷地が私人の所有に属し、現

に一般の交通の用に供されているものをいう。 

（２）共同排水設備 下水道法第１０条第１項に規定する排水設備で、複数の宅地等

からの下水を公共下水道に排除するためのものをいう。 

（３）修繕 既設の私道に敷設されている共同排水設備の一部を修理し、機能を維持

する行為をいう。 

（４）工事施行者 私道に接する建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者

で当該私道において修繕工事を行う者をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、下水道法におい 

て使用する用語の例による。 

（補助対象） 

第３条 市長は、処理区域において次の各号に掲げる条件を備えている場合には、

修繕工事を行う工事施行者に対し、補助金を交付する。 

（１）当該私道の一端が公道に接続していること。

（２）当該私道の幅員が１メートル以上あり、かつ、支障なく修繕工事を行う

ことができるものであること。 

（３）当該私道の敷地所有者から共同排水設備に関する修繕工事の承諾が得ら



れているものであること。 

（４）当該私道の共同排水設備に汚水を排除する建築物が２戸以上あること。 

（５）下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。 

（６）修繕工事は、共同排水設備の敷設後３０年を経過したものであること（敷設

の時期が不明である場合にあっては、当該地域が処理区域として公示されてか

ら３１年を経過したものであること。）。 

（７）過去に修繕（この要綱に基づく補助金の交付を受けて行ったものに限る。） 

を行った箇所については、修繕後１０年を経過したものであること。 

 ただし、直近の補助金交付決定において共同排水設備（本管）の全部を 

修繕した場合は、修繕後３０年を経過したものであること。 

２ 補助金の交付の対象は、別表第１に掲げるとおりとする。ただし、舗装（道路

の原形復旧として行うものを除く。）の工事は、除くものとする。 

（対象費用及び額） 

第４条 補助の対象となる費用は、当該修繕工事費（既存埋設物の移設等の費用を含

む。）及び路面原形復旧工事に係る費用に１０分の９を乗じて得た額に相当する

額（その額に１,０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。）

とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 工事施行者は、当該補助金の交付を受けようとするときは、原則として修

繕工事に着手する前に、松戸市私道共同排水設備修繕補助金交付申請書（第１号

様式）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

（１）指定工事店から徴取した見積書及び設計図の写し 

（２）私道位置図（案内図） 

（３）公図（私道共同排水設備に係るもの） 

（４）私道共同排水設備修繕申請者名簿（第２号様式） 

（５）私道共同排水設備修繕承諾書（私道敷地所有者のもの） 

（６）土地登記簿謄本（私道敷地に係るもの） 

（７）その他市長が必要と認める書類 

（補助金交付の可否の決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補

助金の交付の適否を決定し、松戸市私道共同排水設備修繕補助金交付決定（却下） 

 



通知書（第３号様式）を工事施行者に通知するものとする。 

（工事の施工） 

第７条 工事施行者は、修繕工事を指定工事店に施工させるものとする。 

（工事の変更） 

第８条 工事施行者が補助金の交付決定を受けた後に、申請内容を変更しようとする

場合は、松戸市私道共同排水設備修繕工事変更承認申請書（第４号様式）により

申請し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認め

たものについては、この限りでない。 

２ 前項の規定により変更を承認したときは、松戸市私道共同排水設備修繕補助 

金交付決定変更通知書（第５号様式）により工事施行者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 規則第１１条の規定により実績報告する場合は、当該事業完了後速やかに、

松戸市私道共同排水設備修繕補助金実績報告書（第６号様式）に、次の各号

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）私道共同排水設備修繕工事調書 

（２）竣工図 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（確定通知） 

第１０条 規則第１２条の規定による補助金の額の確定通知は、松戸市私道共同排水

設備修繕補助金交付額確定通知書（第７号様式）によるものとする。 

（請求） 

第１１条 規則第１４条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、松戸

市私道共同排水設備修繕補助金請求書（第８号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

（補助金交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、工事施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定又は第８条第２項に規定する通知を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は第８条第２項に規定する 

通知を受けたとき。 

（２）市長が付した条件又は市長の指示に従わなかったとき。 

（３）第３条第１項各号に掲げる条件に適合しないとき。 

 



２ 前項の規定により補助金の交付決定又は第８条第２項に規定する通知を取り消す

ときは、松戸市私道共同排水設備修繕補助金交付決定（変更）取消通知書（第９

号様式）により工事施行者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定又は第８条第２項に規定する

通知を取り消した場合において、既に工事施行者に補助金を交付しているときは、

その返還を命ずるものとする。 

（共同排水設備の維持管理） 

第１４条 工事施行者は、修繕した共同排水設備について、当該排水設備の機能を損

なわないよう適正に維持管理を行わなければならない。 

（委任） 

第１５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



別表第１（第３条関係） 
 

 

共同排水設備の施設 

（１）私道排水管の一部又は全部の修繕 

（２）私道ます（私道集水ますを除く。）の修繕（蓋の 

交換、高さ調整のみの修繕は除く。） 

（３）私道取付管の修繕 

（４）その他市長が必要と認めるもの 

その他 

修繕工事に伴い必要となる設計、試験掘、ガス管又は 

水道管の移設又は切回し、仮設及び道路の復旧その他 

のもので市長が必要と認めるもの 


